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・医療保険制度を巡る動向(P1～P3)

・協会けんぽの動向(P4～P11)

全国健康保険協会 大分支部

※第106回 運営委員会資料より抜粋
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医療保険制度を巡る動向
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医療技術の高度化に伴う高額な医薬品や再生医療等製品の薬価収載

○近年、医療技術の高度化に伴い、高額な医薬品や再生医療等製品が薬価収載されている。(下表参照)

○これらの多くは、対象疾患が希少がんや難病など患者数が限定的であるが、オプジーボのように、効能・効果の
追加により対象疾患が拡大し、医療費(薬剤費)に与えるインパクトが非常に大きくなる場合がある。

○また、下表のほか、米国で販売承認されているリンパ腫治療薬の「イエスカルタ」(１患者当たり約4,000万円)や、
遺伝性網膜疾患治療薬の「ラクスターナ」(両眼１回分約9600万円)についても、日本で販売承認申請される可能性
があるなど、今後も高額な医薬品や再生医療等製品の薬価収載が増えていくことが見込まれる。

近年薬価収載された高額な医薬品や再生医療等製品の例

医薬品名 保険収載年月 効能・効果
費用

（薬価収載時）

ピーク時
予測患者数
(薬価収載時)

ピーク時
予測販売金額
(薬価収載時)

オプジーボ点滴静注 2014年9月 非小細胞肺がん等
(収載後、対象疾患が拡大)

約3,500万円(※1)
(体重60kgで1年間の場合)

470人

(2018年度新規処方患者数
(推計)：約21,000人)(※2)

31億円

(2018年度販売金額：
906億円)(※2)

ステミラック注 2019年2月 外傷性脊髄損傷 約1,500万円(１回分) 249人 37億円

キムリア点滴静注 2019年5月
Ｂ細胞性急性リンパ芽
球性白血病等

約3,350万円
(１患者当たり)

216人 72億円

レブコビ筋注 2019年5月
アデノシンデアミナー
ゼ欠損症

約2億2,000万円
(体重60kgで1年間の場合)

8人 9.7億円

ゾルゲンスマ点滴静注 2020年5月 脊髄性筋萎縮症 約１億6,700万円 25人 42億円

（以下の表は中央社会保険医療協議会資料等に基づき作成）

(※1)累次の薬価改定により、薬価収載時と比べ、価格が約76.4％引き下げられた。(100mg10mL１瓶の価格：薬価収載時＝72万9,849円、2019年8月時点＝17万2,025円)
(※2)小野薬品工業株式会社の公表資料に基づき作成。
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協会けんぽの動向
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（注）端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

協会けんぽの財政構造（令和元年度決算）

○ 協会けんぽ全体の支出は約１０．３兆円だが、その約４割、約３．６兆円が高齢者医療への拠出金に
充てられている。
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医療給付

5.8兆円

（55.8%）

高齢者医療制

度への

拠出金

（介護を除く）

3.6兆円

（35.1%）

現金給付

0.6兆円

（5.8%）

健診・

保健指導費

1,223億円

（1.2%）

事務経費

657億円

（0.6%）
その他

1,504億円

（1.5%）

支 出 10兆3,298億円

保険料

9.6兆円

（88.3%）

国庫補助等

1.2兆円

（11.1%）

その他

645億円

（0.6%）

収 入 10兆8,697億円



協会けんぽの保険財政の傾向

●近年、医療費（１人当たり保険給付費）の伸びが賃金（１人当たり標準報酬）の伸びを上回り、協会けんぽの保険財政は赤字構造
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・乳幼児の患者負担の軽減
（３歳未満→就学前）
・診療報酬改定 ▲0.82％

診療報酬改定
＋0.19％

診療報酬改定
＋0.00％

賃金
（１人当たり標準報酬月額）

診療報酬改定
＋0.10％

（※１）

（※１）数値は平成20年度を１とした場合の指数で表示したもの。
（※２）▲1.31%は、28年度の改定率▲0.84％に薬価の市場拡大再算定の特例の実施等も含めた実質的な改定率である。
（※３）消費税率10％への引き上げに伴い令和元年10月より改定。

医療費
（加入者１人当たり保険給付費）

赤字構造

年度

診療報酬改定
▲1.31%（※2）

標準報酬月額上限引上げ

121万円→139万円

診療報酬改定
▲1.19%

診療報酬改定
▲0.07%（※3）
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協会けんぽの後期高齢者支援金の推移

●近年、後期高齢者支援金は、総報酬割の拡大により一時的に伸びが抑制されていたが、今後は大幅な増加が見込まれている。
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（決算見込み）
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(2020年度)
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(2022年度)

R5年度

(2023年度)
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後期高齢者支援金の支出額

人口に占める75歳以上の割合

※（ ）は前年度からの増減

1/2

総報酬割

2/3

総報酬割
全面総報酬割1/3総報酬割（Ｈ22.8～）総報酬割の導入

(※1) 後期高齢者支援金については、当該年度の支出額（当該年度の概算分と2年度前の精算分、事務費の合計額）である。

(※2) 人口に占める75歳以上の割合については、H30年度以前の実績は「高齢社会白書」(内閣府)、R元年度以降の推計値は「日本の将来推計人口」(国立社会保障・人口問題研究所、H29年推計)による。

(※3）R3年度以降の推計値は、百億円まるめで記載している。

（◯ は推計値）（※2）

（※1）

（※3）

段階的に総報酬割が拡大
（一時的に支援金の伸びを抑制）

後期高齢者支援金の支出額（一定の前提を置いた見込）

支援金の

負担の増加

（将来推計人口等の一定の前提に基づく推計）

[21,320] [21,400]

[22,100]

[22,900]

[24,000]

[24,900]

大規模健康保険組合の解散の

影響による高い伸び（約370億円）

（億円）
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対前年同月比被保険者数の伸び率の推移



0.29%

-0.13%

-1.57%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

20
08

0
4

20
08

0
5

20
08

0
6

20
08

0
7

20
08

0
8

20
08

0
9

20
08

1
0

20
08

1
1

20
08

1
2

20
09

0
1

20
09

0
2

20
09

0
3

被保険者数の推移（対前年同月比）

2.18% 2.05%

0.71%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

20
19

1
1

20
19

1
2

20
20

0
1

20
20

0
2

20
20

0
3

20
20

0
4

20
20

0
5

20
20

0
6

20
20

0
7

20
20

0
8

20
20

0
9

20
20

1
0

被保険者数の推移（対前年同月比）

被保険者数の推移

○ 近年の被保険者数の推移は、対前年同月比でみると概ね２％で増加していたが、足元の令和２年４月から７月にかけて伸びは鈍化している。

被保険者数の伸びは鈍化

リーマンショック後の景気後退局面では
被保険者数の伸びが1.5％程低下。

緊急事態宣言（2020年4月7日）

リーマンショック（2008年９月）

（注）令和元（2019）年11月から令和２（2020）年３月の比率は、解散した大規模解散健康保険組合
の影響を除いて算出している。
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＜参考＞リーマンショックの時期の被保険者数の伸びの推移（対前年同月比）
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（注）令和元（2019）年11月から令和２（2020）年３月の数値は、解散した大規模解散健康保険組合
を含む実数。

＜参考＞リーマンショックの時期の被保険者数の推移

被保険者数の推移

緊急事態宣言（2020年4月7日）

リーマンショック（2008年９月）

７月数値は速報値
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加入者一人当たり医療給付費と対前年同月伸び率の推移
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協会けんぽの都道府県単位保険料率の設定のイメージ

全国一本の保険料率
（平成20年9月まで）

都道府県単位保険料率（平成20年10月から）：年齢構成が高く、所得水準の低いA県の例

全
国
一
律
の
保
険
料
率

都道府県ごとの医療費の水
準にかかわらず保険料率は
一律

各都道府県の保健
事業等に要する保
険料分を合算

後期高齢者支援金
など全国一律で賦
課される保険料分
を合算

＋＋

地域差

所得水準を協会の平
均とした場合の保険
料収入額との差額を
調整

所得調整

年齢調整

年齢構成を協会の
平均とした場合の
医療費との差額を
調整

調
整
前
の
保
険
料
率

調
整
後
の
保
険
料
率(※

)

A県

B県 C県 最
終
的
な
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年齢調整・所得調整の
結果、都道府県ごとの
保険料率は、医療費の
地域差を反映した保険
料率となる。

Ａ県

（※）災害等特殊事情についても、適切な調整を行う。

○ 都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなる。また、所得水準の低い県ほ
ど、同じ医療費でも保険料率が高くなる。このため、都道府県間で次のような年齢調整・所得調整を行う。
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